
ふるさと美郷応援寄付（ふるさと納税）の
お礼の品を募集します！
　ふるさと納税制度による美郷町への寄付促進と地元特産品等のPR・地産外商等との相乗効果を図るため、ふるさと
納税を行った方へのお礼の品を提供する町内の事業者を募集します。

■お礼の品の要件
次のいずれかに該当するもの
・町内で生産、加工または製造されているもの
・町内の原材料を使用しているもの
・町内で提供されるサービスであるもの
　　　　　　（注）上記の内容は、要件の一部です。
■事業者としてのメリット
・ふるさと納税関連のインターネットサイト（ふるさと
　チョイス等）やカタログ等にお礼の品の画像、商品名
　等が掲載され、全国に向けて商品やサービスのPRが
　できます。
・お礼の品発送時に自社商品等パンフレットを同封する
　ことで、商品の販売促進・販路拡大、PRをすること
　ができます。

募集期間●11月１日㈬～11月30日㈭
応 募 先●町企画財政課　企画財政班
応募可能品数●１事業者あたり４品まで
提供開始日●平成30年１月１日～
手続方法●
・初めて応募する事業者の場合
　①町企画財政課へ資料請求
　②事業内容等を確認後、各種書類を提出
・すでに承認を受けている協力事業者の場合
　①記念品応募申込書等の提出
■事業者の要件
・事業所等が美郷町内にある企業、団体または個人事業
　者であること
・美郷町商工会員、農業法人、公共的団体（町指定管理
　者を含む）のいずれかに該当していること
・税の申告がなされ、かつ町税の滞納がないこと

企画財政課

垣根や立ち木の枝処理をお願いします 冬期間の通行止めについて

町住民生活課　環境安全班　☎0187（84）4903申・問

町企画財政課　企画財政班　☎0187(84)4901申・問

町建設課　建設管理班　☎0187（84）4910（内線2804）問

樹木の枝処理と冬期間の通行止めにご理解とご協力を

　道路上にはみ出した垣根や立ち木の枝は、除雪作業の
支障となるだけでなく、落雪事故などの原因になります。
所有者の責任で事前に切り落とすなどの対応をお願いし
ます。また、雪の重みなどで道路上にはみ出している枝
については、事故防止のため緊急に町で切り落とす場合
があります。あらかじめご了承ください。

　下記町道は雪崩の危険があるため、通行止めとします。
ご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。
町 道 名●七滝・仏沢線
規制区間●千畑温泉サン・アール（仏沢地内）から
　　　　　六郷東根字七滝地内まで
規制期間●12月上旬～３月下旬の降積雪期間

建　設　課

住民生活課

　毎年の降雪により、雪下ろし中の重傷事故、死亡事故
が多発しています。
　雪下ろし中の事故防止を目的に安全講習会を開催しま
すので、積極的にご参加ください。

開催日時●11月28日㈫　午後1時30分～
会　　場●美郷町公民館　２階メディアルーム
内　　容●講話、安全作業実技講習
申込方法●11月27日㈪までに、電話で下記へお申し込み
　　　　　ください。

雪下ろし安全講習会を開催します

企画財政課

今後も次の期間でお礼の品を募集する予定です
※別途広報等を通じてお知らせします。
平成30年４月開始（募集期間：２月中）
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▲土崎自主防災組織 ▲荒町自主防災組織

「古着･古布」･「小型家電」回収を実施します
回収日時●11月12日㈰　午前９時～午後４時
回収場所●美郷中セミナーハウス(旧トレセン)北西側の小屋
　※美郷中学校～六郷わくわく園を目指してお越しくだ
　　さい。当日は看板を掲げています。
　※今年度の古着・古布回収は今回が最終です。次回は
　　来年５月となります。
■古着・古布
 回収した古着・古布は、海外でも利用されるほか、繊
維材料としても活用されます。
回 収 物●古着類、シーツ、毛布（電気毛布を除く）、タオル、  
　　　　　着物・帯、背広など
　　　　　※内容物がわかるよう､透明または半透明な袋
　　　　　　に入れ、必ず口を繋いで持参してください。
　　　　　　また、新品衣類の包装やクリーニング後の札
　　　　　　などは外してください。
注意事項●回収できないもの：布団､枕､座布団､布の切
　　　　　れ端・糸くず、電気毛布、帽子､かばん､靴､
　　　　　濡れているものや汚れているもの、ペット用
　　　　　に使用していたもの

■小型家電（通称：「こでん」）
　美郷町の小型家電製品回収は「都市鉱山からつくる!み
んなのメダルプロジェクト」（※）に参加しています。
　抽出したリサイクル金属で東京2020メダリストのメダ
ルが制作されます。　　　※主催：東京2020組織委員会
回 収 物●
例：スマホ､携帯電話､ゲーム機､デジタルカメラ､ドライ
ヤー､アイロン､電卓、DVDプレーヤー類､パソコン､電
子基板、時計、懐中電灯、カーステレオ､充電器、ACア
ダプタ、各種ケーブルなど
※ブラウン管を使用しているものはテレビでなくても回
　収できません。
回収場所●役場および六郷・仙南出張所の小型家電回収
　　　　　ボックスもご利用ください。こちらは開庁時
　　　　　間いつでも利用可能です。
注意事項●回収できないもの：家電リサイクル法対象４
　　　　　品目(エアコン､テレビ､冷蔵庫類､洗濯機類)
　　　　　家電量販店や収集運搬許可業者へ依頼してく
　　　　　ださい。

町住民生活課　環境安全班　☎0187（84）4903問

住民生活課

　一般財団法人自治総合センターの「地域防災
組織育成助成事業・自主防災組織育成助成事
業」を活用し、土崎自主防災組織がインバー
ター発電機や石油ストーブなど、荒町自主防災
組織がLED投光器や浅井戸用ポンプなど、緊急
時に必要な機材を導入しました。
■コミュニティ助成とは
　一般財団法人自治総合センターが宝くじの社
会貢献広報事業の一環として、地域社会の発展
と住民福祉の向上に寄与するために実施してい
る事業です。

コミュニティ助成(宝くじ助成)を活用し防災機材を導入しました

　町では現在、防災行政無線を利用して災害時の緊急情
報やJアラートによる情報などをお伝えしていますが、
屋内にいる場合は建物の気密性の関係で放送が聞こえに
くいことがあります。防災行政無線が鳴っていることに気
付いた時は、窓や戸を開けるなどの対応をお願いします。
　また、放送内容が聞き取れなかった場合には、防災行政
無線確認ダイヤル（☎0187(85)3981、☎0187(85)3982）
や町ホームページでも放送内容を確認できますので、こ
ちらもご活用ください。
　皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いします。

■全国瞬時警報システム（Ｊアラート）を用いた情報伝達
　訓練を実施します
　地震や武力攻撃などの発生時に備え、次のとおり情報
伝達訓練を行います。この訓練は、美郷町以外の地域で
も行われますので、皆さまのご理解とご協力をよろしく
お願いします。
※Ｊアラートとは、地震や武力攻撃などの緊急情報を、国か
　ら人工衛星などを通じて瞬時に伝達するシステムです。
実施日時●11月14日㈫　午前11時ころ
放送内容●①上りチャイム音→②「これは、Ｊアラートのテ
　　　　　ストです。」×３→③「こちらは、防災美郷町役場
　　　　　です。」→④下りチャイム音

防災行政無線に関するお願い
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